
1 ． 応募資格

令和7年度(2025年度）

公益財団法人小林財団外国人留学生奨学生募集要項

（一般奨学金）

(1) 日本以外の国籍を有し、 アジア諸国から来日している私費留学生

(2) 大学の学部又は大学院に在学する者で、 2025年4月1日現在、 35歳以下の者

(3) 修学のために経済的援助を必要とする者で、 他の奨学金を受けていない者

（ただし、 月額 5万円以下の奨学金受給は可）

(4) 学業、 人物ともに優秀であり、 健康である者

( 5) 日本語による意思伝達が可能である者（日本語能力試験2級程度以上）

(6) 国際理解と国際友好親善に寄与できる者

( 7) 奨学生交流会（年3回を予定。 うち1回は研修旅行）に出席できる者

注）なお、 次の者は除外します。

・将来、 学術振興会の特別研究員事業、 科学技術振興機構の次世代研究者

挑戦的研究プログラム等の各種支援事業並びに他の奨学金への応募を希望

する者

2新規募集人員 27名程度（財団の年間奨学生 55名）

3 ． 対象学年

学部学生の場合 ：2025年4月現在、 3年次生以上(6年制学部、 5年次生以上）

に在学する者

大学院学生の場合：2025年4月現在、 正規生として在学する者

ただし、 所定の必要最小限の修業年限内の者（いわゆる留年

なし）を原則とする。

4奨学金 学部生 月額15万円 大学院学生 月額18万円

5 ．奨学金支給期間

学部学生、 大学院学生ともに、 支給開始年度から在学課程最終年度まで、 すなわ

ち、 学部及び修士（博士前期）課程学生は 2 年間、 博士（博士後期）課程学生は 3

年間を原則とする。

ただし、学部及び修士課程の最上級年次の奨学生は、原則として1年間とするが、

上級課程に進学した場合は、それぞれ最長2年間又は3年間の範囲内で継続が可能。

6 ．募集方法

大学を通じて募集する。

★すでに2025年度に他の奨学金について受給が決定している者および申請中（直接応募含む）の者は選考対象外。
★申請を希望する場合は、応募書類を準備の上、2025年2月7日（金）までに農学部・農学研究科教務係へ提出のこ
と。

※研究内容や将来の目
的等を説明できる者

2025年4月現在で、在籍する課程の残期間が1年以上ある者
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※支給金額が大きいため、　学内での募集時点ですべて併給不可※挑戦的プログラムの応募も不可



　　　　：A4用紙1枚※「大学の担当部課」欄は留学生課で記入するので
空欄にすること。

：A4用紙1枚

：A4用紙1枚

※日本での連絡先は、本人同様に一次帰国等の可能性のある
知人（留学生）はなるべく避けてください。

※両面
※学部以降直近のものまで。別紙
の成績評価係数算出方法を参照
の上、算出した成績評価係数を余
白に鉛筆書きで記入してください。

zn78904596
ハイライト表示

zn78904596
ハイライト表示

zn78904596
テキストボックス

zn78904596
テキストボックス




